
  
  
 

（介護予防）通所リハビリテーション重要事項説明書 
 

（介護予防）通所リハビリテーションサービスの提供開始にあたり、厚生省令第３７号

に基づいて、当事業者が利用者様に説明すべき重要事項は次のとおりです。 

 

１、事業者の概要（介護保険事業を行う法人全体のご説明） 

事業者の名称 Ｏｎｅ Ｃｌｉｎｉｃ 麹町 

主たる事務所の所在地 東京都千代田区麹町３－１ ＫＯＪＩＭＡＣＨＩ ＴＥＲＲＡＣＥ ２階 

代表者名 栗 本 久 嗣 

電話番号 ０３－６２６１－１３５９ 

 

〔法人施設・事業〕 

介護保険事業  

医療保険事業 診療所 

委 託 事 業  

そ の 他 事 業  

 

２、事業所の概要（指定通所リハビリテーション事業所についてのご説明） 

事業所の名称 Ｏｎｅ Ｃｌｉｎｉｃ 麹町 

指 定 番 号 １３１０１３７０５９ 

所 在 地 東京都千代田区麹町３－１ ＫＯＪＩＭＡＣＨＩ ＴＥＲＲＡＣＥ ２階 

電 話 番 号 ０３－６２６１－１３５９ 

訓 練 室 １１８．７２㎡ 

 

３、事業の目的と運営方針 

事 業 の 目 的 

 

 

生活に障害のある方や障害を持つおそれのある方とそのご家族が 

自立した生活を取り戻し、安定した在宅生活を送れるようお手伝い 

させていただくことを目的としています。 

運 営 の 方 針 

 

要介護者等の心身の特性をふまえて、その能力に応じた自立した 

日常生活を営むことができるよう援助を行います。 

 

４、利用定員 

（介護予防）通所リハビリテーションの利用定員は、１０名と定めています。 



 

５、事業所の職員体制 

（介護予防）通所リハビリテーションの従業者の職種及び員数は次のとおりとなり、

必要職については法令の定める通りです。     
 

職 種 人員 

医 師 １ 名 

理 学 療 法 士 １ 名 

作 業 療 法 士 名 

言 語 聴 覚 士 名 

看 護 師 １ 名 

介 護 福 祉 士 名 

その他の介護 名 

管 理 栄 養 士 名 

歯 科 衛 生 士 名 

医療福祉相談員 １ 名 

事 務 職 員 名 

そ の 他 名 

 

６、営業時間 

営 業 日 月曜日、火曜日、水曜日、金曜日 

休 業 祝日及び夏期休暇、年末年始を除く 

営 業 時 間 午前９時００分から午後５時３０分 

サービス提供時間 午前９時３０分から午後５時００分 

 

７、対象者 

介護保険被保険者証をお持ちで、要支援１・２、要介護１～５に認定された方 

 

８、利用料 

総単位数×地域単価×１割（または２割、３割）＝自己負担額 

【地域単価は１単位＝１１．１０円（１級地）】 

 

①－１：要支援１・２の場合の介護保険該当利用料／１月につき 

介護度 単位 利用料金（１割負担） 利用料金（２割負担） 利用料金（３割負担） 

 
要支援１ ２，２６８単位 ２，５１８円 ５，０３５円 ７，５５３円 

要支援２ ４，２２８単位 ４，６９３円 ９，３８６円 １４，０７９円 

 

 

 



 

加算項目 単位 
利用料金 

（１割負担） 

利用料金 

（２割負担） 

利用料金 

（３割負担） 

退院時共同指導加算 ６００単位 ６６６円 １，３２２円 １，９９８円 

口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ ２０単位 ２３円 ４５円 ６７円 

口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ ５単位 ６円 １１円 １７円 

一体的サービス提供加算 

（１月につき） 
４８０単位 ５３３円 １，０６６円 １，５９９円 

 

 

①－２：要介護１～５の場合の介護保険該当利用料／１日につき 

 

介護度 
１時間以上２時間未満 

単位 利用料金（１割負担） 利用料金（２割負担） 利用料金（３割負担） 

１ ３６９単位 ４１０円 ８１９円 １，２２９円 

２ ３９８単位 ４４２円 ８８４円 １，３２６円 

３ ４２９単位 ４７７円 ９５３円 １，４２９円 

４ ４５８単位 ５０９円 １，０１７円 １，５２５円 

５ ４９１単位 ５４５円 １，０９０円 １，６３５円 

 

介護度 
２時間以上３時間未満 

単位 利用料金（１割負担） 利用料金（２割負担） 利用料金（３割負担） 

１ ３８３単位 ４２６円 ８５１円 １，２７６円 

２ ４３９単位 ４８８円 ９７５円 １，４６２円 

３ ４９８単位 ５５３円 １，１０６円 １，６５９円 

４ ５５５単位 ６１６円 １，２３２円 １，８４８円 

５ ６１２単位 ６８０ 円 １，３５９円 ２，０３８円 

 

介護度 
３時間以上４時間未満 

単位 利用料金（１割負担） 利用料金（２割負担） 利用料金（３割負担） 

１ ４８６単位 ５４０円 １，０７９円 １，６１９円 

２ ５６５単位 ６２８円 １，２５５円 １，８８２円 

３ ６４３単位 ７１４円 １，４２８円 ２，１４２円 

４ ７４３単位 ８２５円 １，６５０円 ２，４７５円 

５ ８４２単位 ９３５円 １，８７０円 ２，８０４円 

 

 



 

介護度 
４時間以上５時間未満 

単位 利用料金（１割負担） 利用料金（２割負担） 利用料金（３割負担） 

１ ５５３単位 ６１４円 １，２２８円 １，８４２円 

２ ６４２単位 ７１３円 １，４２６円 ２，１３８円 

３ ７３０単位 ８１１円 １，６２１円 ２，４３１円 

４ ８４４単位 ９３７円 １，８７２円 ２，８１１円 

５ ９５７単位 １，０６３円 ２，１２５円 ３，１８７円 

 

介護度 
５時間以上６時間未満 

単位 利用料金（１割負担） 利用料金（２割負担） 利用料金（３割負担） 

１ ６２２単位 ６９１円 １，３８１円 ２，０７２円 

２ ７３８単位 ８２０円 １，６３９円 ２，４５８円 

３ ８５２単位 ９４６円 １，８９２円 ２，８３８円 

４ ９８７単位 １，０９６円 ２，１９１円 ３，２８７円 

５ １，１２０単位 １，２４４円 ２，４８７円 ３，７３０円 

 

介護度 
６時間以上７時間未満 

単位 利用料金（１割負担） 利用料金（２割負担） 利用料金（３割負担） 

１ ７１５単位 ７９４円 １，５８８円 ２，３８１円 

２ ８５０単位 ９４４円 １，８８７円 ２，８３１円 

３ ９８１単位 １，０８９円 ２，１７８円 ３，２６７円 

４ １，１３７単位 １，２６２円 ２，５２４円 ３，７８６円 

５ １，２９０単位 １，４３２円 ２，８６４円 ４，２９６円 

 

介護度 
７時間以上８時間未満 

単位 利用料金（１割負担） 利用料金（２割負担） 利用料金（３割負担） 

１ ７６２単位 ８４６円 １，６９２円 ２，５３８円 

２ ９０３単位 １，００３円 ２，００５円 ３，００７円 

３ １，０４６単位 １，１６１円 ２，３２２円 ３，４８３円 

４ １，２１５単位 １，３４９円 ２，６９８円 ４，０４６円 

５ １，３７９単位 １，５３１円 ３，０６２円 ４，５９２円 

 

 

 

 

 



 

加算項目 単位 
利用料金 

（１割負担） 

利用料金 

（２割負担） 

利用料金 

（３割負担） 

口腔栄養スクリーニング加算Ⅰ 

（６月につき１回を限度） 
２０単位 ２３円 ４５円 ６７円 

口腔栄養スクリーニング加算Ⅱ 

（６月につき１回を限度） 
５単位 ６円 １１円 １７円 

重度療養管理加算（１日につき） １００単位 １１１円 ２２２円 ３３３円 

送迎減算 

（事業所が送迎を行わない場合、片道につき） 
△４７単位 △５３円 △１０５円 △１５７円 

 

※提供サービスの介護保険の適用を受けない部分については、利用料全額をお支払いいただきます。 

 

② 通常のサービス実施地域  千代田区 

③ 交通費通常の事業の実施地域を越えて行う送迎の交通費は、その実費を徴収す

る。なお、自動車を使用した場合の交通費は実費を徴収する。（現在は送迎は行っ

ておりません） 

④ その他（保険外利用分）レクリエーション材料費、行事費はお知らせした上で、

別途いただくことがあります。 

 

９、（介護予防）通所リハビリテーションサービス 

① 当事業所では、通所リハビリテーションサービスの提供にあたる医師などの従業

者が、診療又は運動機能検査等をもとに、共同して利用者の心身の状況、御希望及

びその置かれている環境にあわせて、リハビリテーションの目標、その目標を達成

するための具体的なサービスの内容を記載した通所リハビリテーション計画を作成

します。 

② この通所リハビリテーション計画は、居宅サービス計画が作成されている場合

は、それに沿って作成するものとします。 

③ このサービスの提供にあたっては、要介護状態の軽減もしくは悪化の防止、要介

護状態となることの予防になるよう、適切にサービスを提供します。 

④ サービスの提供は、懇切丁寧に行い、分かりやすいように説明します。 

⑤ サービスの提供にあたっては、常に病状、心身の状況及び置かれている環境を把

握し、適切なサービスを提供するように致します。 

⑥ 当事業所では、個別リハビリテーションを行う際には、担当の医師、看護職員、

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が話し合いリハビリテーション実施計画を

作成します。 

⑦ このリハビリテーション実施計画は、居宅サービス計画および通所リハビリテー

ション計画に沿って作成するものとします。 

 

１０、非常災害対策 

① 消防法施行規則第３条に規定する消防計画及び風水害､地震等の災害に対処する計

画に基づき､また､消防法第８条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行

います。 



 

② 防火管理者には、事業所管理者とは別に定めます。 

③ 火元責任者には、事業所職員を充てます。 

④ 非常災害用の設備点検は、契約保守業者に依頼する。点検の際は、防火管理者が

立ち会います。 

⑤ 非常災害設備は、常に有効に保持するよう努めます。 

⑥ 火災の発生や地震が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊

を編成し、任務を遂行します。 

⑦ 防火管理者は、施設職員に対して防火教育、消防訓練を実施します。 

（１） 防火教育及び基本訓練（消火・通報・避難）・・・年１回以上 

（２） 利用者を含めた総合避難訓練・・・・・・・・・・年１回以上 

（３） 非常災害用設備の使用方法の徹底・・・・・・・・随時 

⑧ その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとります。 

 

１１、事故発生時の対応 

(介護予防)通所リハビリテーションサービスの提供にあたって、事故が発生した場合

は、速やかに併設（連携）医療機関への受診等の必要な措置を講じ、保証人等のご家族

へ連絡をします。また必要に応じ、その他の医療機関等への受診を行う場合もあります。

事故についての検証は『事故発生の防止のための検討委員会』が行い、経過・原因究

明・今後の対策を検討し、必要に応じ防止に向けた対応を行います。 

 

１２、施設の利用に当たっての留意事項 

当施設の利用に当たっての留意事項を以下のとおりとします。 

・喫煙について、全館禁煙とします。 

・火気の取扱いについて、ライター・マッチ等は持ち込み禁止とします。 

・設備・備品の利用は、本来の用法に従って利用すること。これに反した利用による破

損等の際、利用者に弁償義務が生じる場合があります。 

・所持品・備品等の持ち込みについて、管理は利用者の責務とします。 

・金銭・貴重品の管理について、多額の金銭や高額な貴金属は持ち込み禁止とする。そ

の他は原則として利用者管理とし、施設での管理は行いません。 

・他利用者への迷惑行為は禁止です。 

・差し入れについて、食べ物・飲み物何れも原則として禁止です。 

 

１３、苦情相談窓口 

Ｏｎｅ Ｃｌｉｎｉｃ 麹町 

０３－６２６１－１３５９（管理者） 

午前９時から午後５時３０分まで 

月、火、水、金曜日（祝日、夏期休暇、年末年始を除く） 

千代田区保健福祉部在宅支援課相談係 
０３－６２６５－６４８３ 

午前８時３０分から午後５時まで（土日祝、年末年始を除く） 

東京都国保連合会苦情相談窓口 
０３－６２３８－０１７７ 

午前９時から午後５時まで（土日祝、年末年始を除く） 

 



 

１４、協力医療機関 

利用者の主治医又は協力医療機関への連絡を行い、医師の指示に従います。また緊急

連絡先に連絡いたします。 

利用者の主治医 

医 師 名  

所属医療機関名  

所 在 地  

電 話 番 号  

 

医 師 名  

所 在 地  

電 話 番 号  

診 療 科  

入 院 設 備  

救急指定の有無  

ＯｎｅＣｌｉｎｉｃ麹町 

医 師 名 栗 本 久 嗣 ㊞ 

所 在 地 東京都千代田区麹町３－１ ＫＯＪＩＭＡＣＨＩ ＴＥＲＲＡＣＥ ２階 

電 話 番 号 ０３－６２６１－１３５９ 

診 療 科 整形外科 

入 院 設 備 なし 

救急指定の有無 なし 

ご 家 族 

氏 名               ㊞ 

住 所  

電 話 番 号  

昼 間 の 連 絡 先  

夜 間 の 連 絡 先  

 

この重要事項説明書は、説明と同意の確認のために２通作成し、利用者と事業者が

各々署名捺印して1通ずつ保有します。利用期間中はいつでも確認できるところでの保

管をお願いいたします（なお、署名押印は契約書に一括して行います）。 


